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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線撮影システムと、操作者が保持する携帯端末と、前記放射線撮影システムを管理
する管理装置とを備える撮影管理システムであって、
　前記携帯端末は、
　前記操作者の識別情報と放射線照射の実行予定者の識別情報を含む撮影オーダとを前記
放射線撮影システムに送信する第一の送信手段を有し、
　前記放射線撮影システムは、
　前記携帯端末から、前記操作者の識別情報及び前記撮影オーダを受信する第一の受信手
段と、
　前記第一の受信手段が前記操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信したか否かに基
づいて、放射線照射の実行を管理する管理手段と
を有し、
　前記管理装置は、
　異なる実行予定者を含む複数の撮影オーダを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段が記憶する撮影オーダのうち、少なくとも前記携帯端末に対応付けられた
操作者を実行予定者とする撮影オーダを、前記携帯端末に送信する第二の送信手段と
を有し、
　前記携帯端末は、
　前記管理装置から前記撮影オーダを受信する第二の受信手段をさらに有する撮影管理シ
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ステム。
【請求項２】
　放射線撮影システムと、操作者が保持する携帯端末とを備える撮影管理システムであっ
て、
　前記携帯端末は、
　前記操作者の識別情報と放射線照射の実行予定者の識別情報を含む撮影オーダとを前記
放射線撮影システムに送信する第一の送信手段を有し、
　前記放射線撮影システムは、
　前記携帯端末から、前記操作者の識別情報及び前記撮影オーダを受信する受信手段と、
　前記受信手段が前記操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信したか否かに基づいて
、放射線照射の実行を管理する管理手段と、
　予め登録された登録操作者の識別情報を記憶する操作者記憶手段と
を有し、
　前記管理手段は、前記操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信せず、かつ前記操作
者記憶手段に前記操作者が登録操作者として記憶されている場合に、前記操作者に対し、
放射線照射の実行を禁止し、かつ放射線照射と異なる第１の機能の実行を許可する撮影管
理システム。
【請求項３】
　前記管理手段は、前記操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信しなかった場合に、
前記操作者に対し、放射線照射の実行を禁止する請求項１又は２に記載の撮影管理システ
ム。
【請求項４】
　前記管理手段は、前記操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信した場合に、前記操
作者に対し、前記操作者を実行予定者とする前記撮影オーダに対応する放射線照射の実行
を許可する請求項１乃至３の何れか１項に記載の撮影管理システム。
【請求項５】
　前記携帯端末は、
　前記第一の受信手段が受信した撮影オーダを表示する表示手段と、
　前記表示手段により表示されている撮影オーダの更新指示の入力を受付ける受付手段と
、
　前記更新指示に従い、受信した撮影オーダを更新する更新手段と
をさらに有し、
　前記第一の送信手段は、前記更新指示の入力を受付けた場合に、前記更新指示を前記管
理装置に送信し、
　前記第二の送信手段は、前記更新指示を受信した場合に、前記更新指示を前記更新指示
の送信元以外の携帯端末に送信する請求項１に記載の撮影管理システム。
【請求項６】
　前記放射線撮影システムは、
　前記操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信し、かつ前記操作者記憶手段に前記操
作者が登録操作者として記憶されていない場合に、前記操作者の前記識別情報を前記操作
者記憶手段に登録する登録手段をさらに有する請求項２に記載の撮影管理システム。
【請求項７】
　前記放射線撮影システムの前記操作者記憶手段は、前記登録操作者の識別情報に対応付
けて、前記登録操作者の操作レベルをさらに記憶し、
　前記管理手段は、前記操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信せず、かつ前記操作
者記憶手段に前記操作者が閾値以上の操作レベルの登録操作者として記憶されている場合
に、前記操作者に対し、放射線照射の実行を禁止し、かつ前記第１の機能の実行を許可す
る請求項６に記載の撮影管理システム。
【請求項８】
　前記第二の送信手段は、前記撮影オーダを送信し、前記撮影オーダの送信後、待機時間
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内に前記撮影オーダの送信先の前記携帯端末から確認通知を受信しない場合に、前記撮影
オーダの送信先以外の前記携帯端末に対し、未確認通知を送信する請求項１に記載の撮影
管理システム。
【請求項９】
　放射線撮影システムと、操作者が保持する携帯端末と、前記放射線撮影システムを管理
する管理装置とを備える撮影管理システムが実行する制御方法であって、
　前記携帯端末が、前記操作者の識別情報と、放射線照射の実行予定者の識別情報を含む
撮影オーダと、を前記放射線撮影システムに送信する第一の送信ステップと、
　前記放射線撮影システムが、前記携帯端末から、前記操作者の識別情報及び前記撮影オ
ーダを受信する受信ステップと、
　前記放射線撮影システムが、前記受信ステップにおいて、前記操作者を実行予定者とす
る撮影オーダを受信したか否か基づいて、放射線照射の実行を管理する管理ステップと、
　前記管理装置が、異なる実行予定者を含む複数の撮影オーダを記憶する記憶手段に記憶
された撮影オーダのうち、少なくとも前記携帯端末に対応付けられた操作者を実行予定者
とする撮影オーダを、前記携帯端末に送信する第二の送信ステップと、
　前記携帯端末が、前記管理装置から前記撮影オーダを受信する第二の受信ステップと
を含むことを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の制御方法を、コンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影管理システム、制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医用情報のデジタル化が浸透する中、診察の際に医師により利用される端末や放射線撮
影を行う撮影モダリティと、患者の診察記録等の情報を管理する情報管理装置とがネット
ワークを介して接続された医用情報システムが一般化している。医用情報システムの情報
管理装置は、撮影モダリティが実行する放射線撮影の予定を示す撮影オーダを保管し、撮
影モダリティで放射線撮影が実行される際には撮影オーダを配信する。
　ところで、放射線撮影を実行する操作者は、放射線を照射するのに必要な資格や能力を
有する適格者である必要がある。操作者を管理する技術として、特許文献１には、所定の
操作者認証情報が入力された場合のみ、台車駆動及び撮影が可能となる装置が開示されて
いる。これにより、操作非適格者による無断での移動及び撮影を防止することができる。
　また、特許文献２には、携帯情報端末が、情報管理装置から受信した撮影オーダを他の
携帯情報端末に転送することができ、転送した撮影オーダを削除／無効化する技術が開示
されている。これにより、回診における撮影オーダの譲渡を迅速に行うと共に、データの
重複を防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０８２３１７号公報
【特許文献２】特開２００４－１５２０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、操作者の属性のみで放射線照射が許可されたとしても、診断に関係のな
い、いわば不要な放射線照射が行われる可能性がある。一方、操作者が必要以上に制限さ
れた場合には、放射線撮影の実行が滞る虞がある。
【０００５】
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　本発明はこのような問題点に鑑みなされたもので、放射線撮影の実行者を適格者に制限
しつつ、放射線撮影を効率的に実行することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明は、放射線撮影システムと、操作者が保持する携帯端末と、前記放射線
撮影システムを管理する管理装置とを備える撮影管理システムであって、前記携帯端末は
、前記操作者の識別情報と放射線照射の実行予定者の識別情報を含む撮影オーダとを前記
放射線撮影システムに送信する第一の送信手段を有し、前記放射線撮影システムは、前記
携帯端末から、前記操作者の識別情報及び前記撮影オーダを受信する第一の受信手段と、
前記第一の受信手段が前記操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信したか否かに基づ
いて、放射線照射の実行を管理する管理手段とを有し、前記管理装置は、異なる実行予定
者を含む複数の撮影オーダを記憶する記憶手段と、前記記憶手段が記憶する撮影オーダの
うち、少なくとも前記携帯端末に対応付けられた操作者を実行予定者とする撮影オーダを
、前記携帯端末に送信する第二の送信手段とを有し、前記携帯端末は、前記管理装置から
前記撮影オーダを受信する第二の受信手段をさらに有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、放射線撮影の実行者を適格者に制限しつつ、放射線撮影を効率的に実
行することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】撮影管理システムを示す図である。
【図２】情報処理装置を示す図である。
【図３】撮影オーダリストを示す図である。
【図４】携帯端末の表示部の表示画面例を示す図である。
【図５】撮影制御処理を示すフローチャートである。
【図６】撮影モダリティの表示部の表示画面例を示す図である。
【図７】携帯端末の表示部の表示画面例を示す図である。
【図８】第２の実施形態にかかる、撮影制御処理を示すフローチャートである。
【図９】第３の実施形態にかかる、撮影制御処理を示すフローチャートである。
【図１０】第３の実施形態にかかる、撮影制御処理を示すフローチャートである。
【図１１】撮影モダリティの表示部の表示画面例を示す図である。
【図１２】撮影オーダリストを示す図である。
【図１３】携帯端末の表示部の表示画面例を示す図である。
【図１４】撮影モダリティの表示部の表示画面例を示す図である。
【図１５】携帯端末の表示部の表示画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１０】
（第１の実施形態）
　図１は、放射線撮影を管理する撮影管理システムを示す図である。撮影管理システムは
、撮影モダリティ１０Ａ～１０Ｃと、撮影オーダ管理装置１１と、携帯端末１２Ａ～１２
Ｃとを備えている。撮影モダリティ１０Ａ～１０Ｃ、撮影オーダ管理装置１１及び携帯端
末１２は、ネットワーク１３を介して通信可能である。
　撮影オーダ管理装置１１は、撮影管理システムが備える撮影モダリティ１０Ａ～１０Ｃ
の撮影オーダを管理する。ここで、撮影オーダとは、各撮影モダリティ１０Ａ～１０Ｃに
おける放射線照射の実行予定を示す情報である。撮影オーダ管理装置１１は、撮影オーダ
を携帯端末１２Ａ～１２Ｃに送信する。また、撮影オーダ管理装置１１は、適宜撮影オー
ダを更新する。
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【００１１】
　撮影モダリティ１０Ａ～１０Ｃは、いずれも放射線撮影を行う放射線撮影システムの一
例である。撮影モダリティ１０Ａは、情報処理装置１０１と、表示部１０２と、放射線発
生装置１０３と、放射線画像検出器１０４とを有している。情報処理装置１０１は、放射
線撮影の制御など、撮影モダリティ１０Ａ全体を制御する。情報処理装置１０１は、例え
ば携帯端末１２Ａ～１２Ｃから撮影オーダを受信し、撮影オーダに従い、放射線発生装置
１０３及び放射線画像検出器１０４を制御する。
　表示部１０２は、各種情報を表示する。表示部１０２は、例えば撮影に関する情報を表
示する。放射線発生装置１０３は、放射線を照射する。放射線画像検出器１０４は、検出
した放射線の強度から画像を生成する。放射線画像検出器１０４において生成された画像
は、表示部１０２に表示される。
　撮影モダリティ１０Ｂ，１０Ｃの構成は、撮影モダリティ１０Ａの構成とほぼ同様であ
る。なお、図示していないが、撮影モダリティ１０Ｃも、放射線画像検出器１０４を有し
ている。なお、撮影管理システムは、１又２以上の撮影モダリティを備えればよく、撮影
モダリティの数及び種類は、実施形態に限定されるものではない。以下、撮影モダリティ
１０Ａ～１０Ｃの区別の必要がない場合には、各撮影モダリティ１０Ａ～１０Ｃを、単に
撮影モダリティ１０と称することとする。
【００１２】
　携帯端末１２Ａ～１２Ｃは、操作者が保持する装置であり、それぞれに対応付けられて
いる操作者Ａ００１～Ａ００３を識別する識別情報を記憶する近接通信部を有している。
携帯端末１２Ａ～１２Ｃは、撮影オーダ管理装置１１から撮影オーダを受信する。そして
、携帯端末１２Ａ～１２Ｃは、撮影モダリティ１０に近接すると、近接通信により、端末
内に記憶されている、操作者の識別情報と、撮影オーダと、を撮影モダリティ１０に送信
する。携帯端末１２はまた、ＧＰＳにより、自身の位置を検出する検出部を備え、位置情
報を撮影オーダ管理装置１１に送信する。携帯端末１２はまた、表示部１２１を備えてい
る。表示部１２１は、各種情報を表示する。
　なお、撮影管理システムは、複数の携帯端末を備えればよく、携帯端末の数は、実施形
態に限定されるものではない。以下、携帯端末１２Ａ～１２Ｃの区別の必要がない場合に
は、各携帯端末１２Ａ～１２Ｃを、単に携帯端末１２と称することとする。
【００１３】
　図２は、撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１を示す図である。情報処理装置１０
１は、ＣＰＵ２０１と、ＲＯＭ２０２と、ＲＡＭ２０３と、ＨＤＤ２０４と、ネットワー
クＩ／Ｆ２０５と、機器Ｉ／Ｆ２０６とを備えている。ＣＰＵ２０１は、情報処理装置１
０１の全体を総括的に制御する。ＲＯＭ２０２は、制御プログラム等を記憶する。ＲＡＭ
２０３は、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等の一時記憶領域として用いられる。
ＨＤＤ２０４は、画像データや各種プログラム等を記憶する。
　ネットワークＩ／Ｆ２０５は、ネットワーク１３に接続し、他の装置と通信する。機器
Ｉ／Ｆ２０６は、外部機器と接続する。本実施形態においては、機器Ｉ／Ｆ２０６は、表
示部１０２と接続する。機器Ｉ／Ｆ２０６はさらに、不図示のマウスやキーボードなどの
操作部と接続してもよい。撮影オーダ管理装置１１及び携帯端末１２のハードウェア構成
は、図２を参照しつつ説明した情報処理装置１０１のハードウェア構成と同様である。
　後述する情報処理装置１０１の機能や処理は、情報処理装置１０１が備えるＣＰＵ２０
１がＲＯＭ２０２又はＨＤＤ２０４に格納されているプログラムを読み出し、このプログ
ラムを実行することにより実現される。同様に、後述する撮影オーダ管理装置１１及び携
帯端末１２の機能や処理は、それぞれ撮影オーダ管理装置１１及び携帯端末１２が備える
ＣＰＵ２０１がＲＯＭ２０２等に格納されているプログラムを読み出し、実行することに
より実現される。
【００１４】
　図３は、撮影オーダ管理装置１１が管理する撮影オーダリスト３００を示す図である。
撮影オーダリスト３００は、例えば撮影オーダ管理装置１１のＲＡＭ２０３等に記憶され
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ている。撮影オーダリスト３００は、記憶部の一例である。撮影オーダリスト３００は、
実行決定情報、被検者情報及び実行予定者情報を対応付けて記憶している。撮影オーダリ
スト３００の各行が１つの撮影オーダに対応する。
　実行決定情報は、撮影オーダのステータスを示す情報である。ステータスには、「実行
待ち」と「実行決定」の２つがある。詳細については後述するが、撮影オーダ管理装置１
１は、実行決定情報に基づいて、複数の携帯端末１２間で撮影オーダの進捗状況を共有す
ることができる。
　被検者情報は、被検者の識別情報（ＩＤ）、氏名、年齢、性別、撮影部位及び備考を含
む。実行予定者情報は、放射線撮影の実行予定者に関する情報である。実行予定者情報は
、具体的には、実行予定者の識別情報であるＩＤ及び氏名を含む。図３に示すように、撮
影オーダリスト３００には、実行予定者の異なる撮影オーダが含まれている。
【００１５】
　各携帯端末１２Ａ～１２Ｃは、起動後撮影オーダ管理装置１１との通信が確立されたタ
イミングにおいて、撮影オーダ管理装置１１に、撮影オーダ要求を送信する。撮影オーダ
管理装置１１は、撮影オーダ要求を受信すると、要求元の携帯端末１２に対応付けられて
いる操作者を実行予定者とする撮影オーダを、要求元の携帯端末１２に送信する（送信処
理）。撮影オーダ管理装置１１は、例えば、ＩＤ「Ａ００１」の操作者に対応付けられて
いる携帯端末１２Ａに対しては、実行予定者のＩＤが「Ａ００１」の撮影オーダを送信す
る。
　携帯端末１２は、撮影オーダを受信し（受信処理）、受信した撮影オーダリストを自装
置内のＲＡＭ２０３等に記憶する。携帯端末１２のＣＰＵ２０１は、撮影オーダを受信す
ると、表示部１２１に撮影オーダ一覧の表示画面を表示する（表示処理）。図４は、表示
部１２１に表示される、撮影オーダ一覧の表示画面例を示す図である。
【００１６】
　撮影オーダ一覧の表示画面には、撮影オーダを実行可能とすべく、撮影モダリティ１０
へのログインを促すコメントが表示されている。携帯端末１２のＣＰＵ２０１は、操作者
からログイン画面の表示指示を受け付けると、表示部１２１にログイン画面を表示させ、
操作者によるログイン操作を受け付ける。
　さらに、撮影オーダ一覧の表示画面には、何らかの理由で該操作者が撮影オーダを実行
できない場合を想定して、撮影オーダ管理装置１１に対して撮影オーダ実行不可を通知す
る「辞退」ボタンが表示されている。「辞退」ボタンが選択された場合には、携帯端末１
２のＣＰＵ２０１は、撮影オーダの実行予定者を変更する更新指示の入力を受け付ける（
受付処理）。
　携帯端末１２のＣＰＵ２０１は、更新指示を受け付けると、更新指示を撮影オーダ管理
装置１１に送信する。撮影オーダ管理装置１１は、更新指示にかかる撮影オーダを更新し
、更新後の撮影オーダを、更新にかかる撮影オーダを送信した携帯端末１２に対しして再
送する。携帯端末１２は、更新後の撮影オーダを受信すると、既に記憶されている撮影オ
ーダを新たに受信した、更新後の撮影オーダに上書きして保存する。
【００１７】
　図５は、撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１による、撮影制御処理を示すフロー
チャートである。撮影モダリティ１０は、この撮影制御処理により、操作者による撮影モ
ダリティ１０の各種操作の許否を判断し、適宜、操作者による操作を制限する。
　操作者が携帯端末１２を撮影モダリティに近接させると、携帯端末１２のＣＰＵ２０１
は、携帯端末１２に記憶されている、操作者のＩＤ及び撮影オーダを撮影モダリティ１０
に送信する。すなわち、携帯端末１２のＣＰＵ２０１は、操作者の識別情報と、放射線照
射の実行予定者の識別情報を含む撮影オーダと、を放射線撮影システムとしての撮影モダ
リティ１０に送信する（送信処理）。
　これに対し、Ｓ５００において、撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１のＣＰＵ２
０１は、近接無線通信により、携帯端末１２から操作者のＩＤ及び撮影オーダを受信する
。ここで、Ｓ５００の処理は、撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１のＣＰＵ２０１
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が、携帯端末１２から、操作者の識別情報及び撮影オーダを受信処理の一例である。
【００１８】
　次に、Ｓ５０１において、ＣＰＵ２０１は、操作者を実行予定者とする撮影オーダを受
信したか否かを確認する。具体的には、ＣＰＵ２０１は、受信した撮影オーダの中から、
実行決定情報が「実行待ち」を示し、実行予定者のＩＤが、操作者のＩＤと一致する撮影
オーダを検索する。ＣＰＵ２０１は、操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信した場
合には（Ｓ５０１でＹｅｓ）、処理をＳ５０２へ進める。ＣＰＵ２０１は、操作者を実行
予定者とする撮影オーダを受信しなかった場合には（Ｓ５０１でＮｏ）、処理をＳ５０３
へ進める。
　Ｓ５０２において、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、撮影オーダに示される放射線照射
の実行を許可する。なお、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、撮影オーダに示される放射線
照射以外の放射線照射の実行は禁止する。さらに、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、撮影
制御システムの放射線照射以外のすべての機能の実行を許可する。ここで、すべての機能
とは、撮影制御システムが操作者の操作に応じて実行可能なように予め設定された、すべ
ての機能である。このように、Ｓ５０２において、撮影オーダの実行が許可された場合に
は、撮影モダリティ１０は、撮影オーダにしたがって、放射線撮影を実行することができ
る。Ｓ５０２において、ＣＰＵ２０１は、さらに放射線照射の実行が許可された撮影オー
ダ、すなわち操作者を実行予定者とする撮影オーダを表示部１０２に表示する（表示処理
）。
【００１９】
　図６（ａ）は、Ｓ５０２において撮影オーダに対応する放射線照射等が許可された場合
に、撮影モダリティ１０の表示部１０２に表示される表示画面の一例を示す図である。表
示部１０２には、操作者を実行予定者とする撮影オーダが一覧表示される。操作者が撮影
オーダを実行しますか？に対し「はい」ボタンを選択すると、ＣＰＵ２０１は、実行指示
の入力を受け付ける。そして、ＣＰＵ２０１は、表示画面に示される撮影オーダを、表示
順に順次実行するよう、放射線発生装置１０３等を制御する。
　なお、Ｓ５０１において、実行決定情報が「実行待ち」の撮影オーダのみが検索される
ことに対応し、表示画面には、実行決定情報が「実行待ち」の撮影オーダのみが表示され
、「実行決定」の撮影オーダは表示されない。そして、操作者は、「実行決定」の撮影オ
ーダを選択、実行することができない。これにより、ある撮影モダリティ１０における撮
影実行が決定された撮影オーダが他の撮影モダリティ１０に横取りされるといったトラブ
ルを回避することができる。
　なお、他の例としては、Ｓ５０２において、ＣＰＵ２０１は、さらに操作者を実行予定
者とする撮影オーダを自装置のＲＡＭ２０３等に記憶してもよい。これにより、電池切れ
により携帯端末１２から撮影オーダを読み出せないといった状況に備えたバックアップを
行うことができる。
【００２０】
　図５に戻り、Ｓ５０３において、撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１のＣＰＵ２
０１は、操作者に対し、放射線照射の実行を禁止する。具体的には、ＣＰＵ２０１は、操
作者が撮影モダリティ１０にログインしても放射線照射できないように、放射線発生装置
１０３及び関連する機能を無効化する。さらに、ＣＰＵ２０１は、表示部１０２に、操作
者が実行予定の撮影オーダが登録されていない旨を表示する。これにより、ユーザは、放
射線撮影を行えないことを認識することができる。
　図６（ｂ）は、Ｓ５０３において、撮影モダリティ１０の表示部１０２に表示される表
示画面の一例を示す図である。図６（ｂ）に示す表示画面には、操作者が実行予定の撮影
オーダがない旨が表示され、さらに放射線照射が制限される旨が表示されている。ここで
、Ｓ５０１～Ｓ５０３の処理は、操作者を実行予定者とする撮影オーダを受信したか否か
に基づいて、放射線照射の実行を管理する管理処理の一例である。
【００２１】
　次に、図６（ａ）に示す表示画面において、「実行」ボタンが選択され、撮影モダリテ
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ィ１０の情報処理装置１０１のＣＰＵ２０１が、実行指示を受け付けた場合の、撮影オー
ダの更新処理について説明する。撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１のＣＰＵ２０
１は、実行指示を受け付けると、実行指示に対応する、撮影オーダの更新指示を携帯端末
１２に送信する（送信処理）。
　携帯端末１２のＣＰＵ２０１は、撮影オーダの更新指示を受信すると、自装置が記憶し
ている撮影オーダを更新指示に従って更新する（更新処理）。具体的には、携帯端末１２
のＣＰＵ２０１は、更新指示にかかる撮影オーダの実行決定情報を「実行待ち」から「実
行決定」に変更する。
【００２２】
　携帯端末１２のＣＰＵ２０１はさらに、撮影オーダ管理装置１１に更新指示を送信する
。撮影オーダ管理装置１１のＣＰＵ２０１は、撮影オーダの更新指示を受信すると、自装
置が記憶している撮影オーダを更新指示に従って更新する（更新処理）。撮影オーダ管理
装置１１のＣＰＵ２０１はまた、更新指示の送信元以外の携帯端末１２に対し、更新指示
を送信する。そして、更新指示の送信元以外の携帯端末１２も、更新指示に従い、自装置
の撮影オーダを更新する。
　なお、他の例としては、撮影モダリティ１０が撮影オーダの実行指示を受け付けた場合
、実行指示にかかる撮影オーダを記憶する各装置は、実行決定情報を変更するのに替えて
、実行指示にかかる撮影オーダを削除してもよい。
【００２３】
　また、図６（ａ）に示す表示画面において、「いいえ」ボタンが選択された場合には、
ＣＰＵ２０１は、撮影オーダの実行保留又は辞退を選択する表示画面（不図示）を表示す
る。「辞退」が選択された場合は、図５に示す表示画面において「辞退」ボタンが選択さ
れた場合と同様の処理が行われる。
　以上のように、本実施形態にかかる撮影管理システムでは、放射線撮影システム（撮影
モダリティ１０Ａ～１０Ｃ）と、操作者が保持する携帯端末（携帯端末１２）と、を備え
る。携帯端末は、操作者の識別情報と、放射線照射の実行予定者の識別情報を含む撮影オ
ーダと、を放射線撮影システムに送信する送信手段（携帯端末１２のＣＰＵ２０１）とを
有する。放射線撮影システムは、携帯端末から、操作者の識別情報及び撮影オーダを受信
する受信手段を有する。放射線撮影システムはまた、受信手段が操作者を実行予定者とす
る撮影オーダを受信したか否かに基づいて、放射線照射の実行を管理する管理手段（情報
処理装置１０１のＣＰＵ２０１）を有する。よって、本実施形態にかかる撮影管理システ
ムでは、操作者は、手元にある携帯端末１２において、常に最新の撮影オーダを確認する
ことができ、さらに、携帯端末１２を用いて撮影モダリティ１０へのログインを行うこと
ができる。また、撮影管理システムは、撮影オーダの実行予定者以外の操作者による放射
線照射の実行を制限することができる。また、実行予定者が辞退した場合には、実行予定
者を変更することができる。以上のように、放射線撮影の実行者を適格者に制限しつつ、
放射線撮影を効率的に実行することができる。
【００２４】
　次に、第１の実施形態の撮影管理システムの変更例について説明する。撮影オーダの実
行予定者になっているにも関わらず、操作者の不在等の理由により、撮影オーダの実行予
定者に対応付けられている携帯端末１２が撮影オーダを受信できない場合がある。このよ
うな場合に対する対応策として、携帯端末１２は、撮影オーダ管理装置１１から撮影オー
ダを受信した場合に、受信したことを示す確認通知を撮影オーダ管理装置１１に送信する
こととする。
　一方、撮影オーダ管理装置１１は、撮影オーダの送信後、送信タイミングから待機時間
内に撮影オーダの送信先から確認通知を受信したか否かを確認する。そして、撮影オーダ
管理装置１１は、待機時間内に確認通知を受信しなかった場合には、撮影オーダの送信先
以外の携帯端末に対し、未確認通知を送信する。他の例としては、撮影オーダ管理装置１
１は、すべての携帯端末に対し、未確認通知を送信してもよい。これにより、未確認通知
を受信した携帯端末１２を所持する操作者は、未確認通知にかかる撮影オーダの実行予定
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者を自身に変更する等、適切な処置を施すことができる。
【００２５】
　さらに、撮影オーダ管理装置１１は、未確認通知を送信する際に、未確認通知にかかる
撮影オーダの実行予定者を解除することにより、すべての操作者が撮影オーダの実行を行
えるようにしてもよい。この場合、撮影オーダの実行が決定された時点で、実行指示に対
応する更新指示が撮影オーダ管理装置１１及びすべての携帯端末１２に送信され、撮影オ
ーダが更新される。
【００２６】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態にかかる撮影管理システムにおいては、撮影オーダ管理装置１１は、各
携帯端末１２に対し、携帯端末１２の所持者を実行予定者とする撮影オーダだけでなく、
撮影オーダ管理装置１１が記憶するすべての撮影オーダを送信する。
　さらに、携帯端末１２のＣＰＵ２０１は、撮影オーダ管理装置１１から撮影オーダリス
トを受信すると、ログイン前であっても、操作者別撮影オーダ一覧の表示画面と、全撮影
オーダ一覧の表示画面とを切り替えて、表示部１２１に表示することができる。
　図７（ａ）は、携帯端末１２の表示部１２１に表示される、操作者別撮影オーダ一覧の
表示画面の一例を示す図である。操作者別撮影オーダ一覧の表示画面には、図５に示す撮
影オーダ一覧の表示画面と同様に、携帯端末１２の操作者を実行予定者とする撮影オーダ
が一覧表示されている。図７（ｂ）は、携帯端末１２の表示部１２１に表示される、全撮
影オーダ一覧の表示画面の一例を示す図である。全撮影オーダ一覧の表示画面には、撮影
オーダ管理装置１１に記憶されているすべての撮影オーダが一覧表示されている。
【００２７】
　図７（ａ）に示す操作者別撮影オーダ一覧の表示画面において、操作者が、撮影オーダ
を選択し、実行順番を変更した上で「実行」ボタンを選択すると、携帯端末１２のＣＰＵ
２０１は、変更後の実行順番にかかる実行指示を受け付ける。また、操作者が、撮影オー
ダを選択した上で「他操作者に振替」ボタンを選択すると、携帯端末１２のＣＰＵ２０１
は、実行予定者の更新指示の入力を受け付ける（受付処理）。
　携帯端末１２のＣＰＵ２０１は、実行予定者の更新指示の入力を受け付けた場合には、
自装置に記憶されている撮影オーダを更新指示にしたがって更新する（更新処理）。携帯
端末１２のＣＰＵ２０１は、さらに更新指示を撮影オーダ管理装置１１に送信する。更新
指示は、撮影オーダ管理装置１１から各携帯端末１２に対しても送信される。これにより
、撮影オーダ管理装置１１及び各携帯端末１２は、常に最新の撮影オーダを記憶すること
ができる。
【００２８】
　また、図７（ｂ）に示す全撮影オーダ一覧の表示画面においても、操作者は、撮影オー
ダの選択、撮影オーダの実行順番の変更、実行予定者の変更等を行うことができる。操作
者は、自身を実行予定者とする撮影オーダに対しては、実行指示を入力することができる
。一方で、操作者は、自身を実行予定者としない撮影オーダに対しては、実行予定者の変
更のみが可能となっている。
　操作者は、実行予定者を自身に変更することにより、自身以外を実行予定者とする撮影
オーダの実行を可能とすることができる。これにより、本来指定されていた実行予定者の
多忙等の理由により撮影が遅滞するのを回避することができる。
【００２９】
　図８は、第２の実施形態にかかる撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１による、撮
影制御処理を示すフローチャートである。なお、図８において、図５に示す撮影制御処理
の各処理と同一の処理には、同一の番号を付している。ここでは、第１の実施形態にかか
る撮影制御処理と異なる点について説明する。
　撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１のＣＰＵ２０１は、Ｓ５０１において、操作
者を実行予定者とする撮影オーダを受信した場合には（Ｓ５０１でＹｅｓ）、処理をＳ８
００へ進める。Ｓ８００において、情報処理装置１０１のＣＰＵ２０１は、操作者により
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選択済みの撮影オーダが存在するか否かを確認する。
【００３０】
　なお、携帯端末１２のＣＰＵ２０１は、図７に示す操作者別撮影オーダ一覧又は全撮影
オーダ一覧の表示画面において、撮影オーダが選択され、実行指示を受け付けたとする。
この場合、Ｓ５００において、携帯端末１２のＣＰＵ２０１は、操作者のＩＤと、撮影オ
ーダに加えて、実行指示を撮影モダリティ１０に送信する。そして、Ｓ８００において、
情報処理装置１０１のＣＰＵ２０１は、実行指示を受信した場合には、選択済みの撮影オ
ーダが存在すると判断する。
　ＣＰＵ２０１は、選択済みの撮影オーダが存在する場合には（Ｓ８００でＹｅｓ）、処
理をＳ８０１へ進める。ＣＰＵ２０１は、選択済みの撮影オーダが存在しない場合には（
Ｓ８００でＮｏ）、処理をＳ５０２へ進める。
【００３１】
　Ｓ８０１において、ＣＰＵ２０１は、選択済みの撮影オーダに対する放射線照射の実行
を許可する。なお、ＣＰＵ２０１は、選択済みの撮影オーダに対する放射線照射以外の放
射線照射の実行は禁止する。ＣＰＵ２０１はまた、操作者に対し、撮影制御システムの放
射線照射以外のすべての機能の実行を許可する。さらに、ＣＰＵ２０１は、選択済みの撮
影オーダのみを表示部１０２に表示する。この場合、操作者は、撮影モダリティ１０にお
いて、表示部１０２に表示された撮影オーダ、すなわち選択済みの撮影オーダの選択、実
行順番の変更、実行予定者の変更等を行うことができる。
　Ｓ５０２において、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、撮影オーダに示される放射線照射
の実行を許可する。ＣＰＵ２０１はまた、操作者に対し、撮影制御システムの放射線照射
以外のすべての機能の実行を許可する。さらに、ＣＰＵ２０１は、操作者を実行予定者と
する撮影オーダ一覧を表示部１０２に表示する。このとき、表示される撮影オーダ一覧の
表示画面は、図７（ａ）に示す操作者別撮影オーダ一覧と同様の表示画面である。この場
合、操作者は、撮影モダリティ１０において、表示部１０２に表示された撮影オーダ、す
なわち自身を実行予定者とする撮影オーダの選択、実行順番の変更、実行予定者の変更等
を行うことができる。
【００３２】
　操作者が撮影モダリティ１０において、撮影オーダを変更する操作を行うと、情報処理
装置１０１のＣＰＵ２０１は、操作に応じた更新指示の入力を受け付ける。そして、情報
処理装置１０１のＣＰＵ２０１は、更新指示を操作者に対応付けられている携帯端末１２
に送信する。携帯端末１２は、更新指示を受信すると、更新指示に従い自装置の撮影オー
ダを更新し、さらに更新指示を撮影オーダ管理装置１１に送信する。そして、撮影オーダ
管理装置１１及びすべての携帯端末１２は、撮影モダリティ１０から送信された更新指示
に対応する更新を完了する。
　なお、第２の実施形態にかかる撮影管理システムのこれ以外の構成及び処理は、第１の
実施形態にかかる撮影管理システムの構成及び処理と同様である。
　以上のように、第２の実施形態にかかる撮影管理システムにおいては、ログイン前にお
いても、撮影オーダの選択、更新等を行うことができる。
【００３３】
　第２の実施形態にかかる撮影管理システムの変更例としては、撮影モダリティ１０の情
報処理装置１０１のＣＰＵ２０１は、操作者に対し、放射線照射の実行を禁止した場合に
、一定の操作の実行を許可してもよい。この場合、ＣＰＵ２０１は、例えば、撮影オーダ
の実行予定者の変更等の機能の実行を許可してもよい。
【００３４】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態にかかる撮影管理システムにおいては、撮影モダリティ１０は、操作者
が登録操作者か否かに基づいて、操作者による各種機能の実行の許否を判断する。第３の
実施形態にかかる撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１は、登録操作者リストを管理
している。登録操作者リストは、例えば、情報処理装置１０１のＲＡＭ２０３等に格納さ
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れている。登録操作者リストは、操作者記憶部の一例である。登録操作者リストには、放
射線照射が許可され、予め登録された登録操作者が記憶されている。具体的には、登録操
作者リストには、登録操作者のＩＤと氏名とが対応付けて記憶されている。
　第３の実施形態にかかる撮影管理システムにおいては、第２の実施形態にかかる撮影管
理システムと同様に、撮影オーダ管理装置１１は、各携帯端末１２に対し、すべての撮影
オーダを送信する。そして、各携帯端末１２の表示部１２１には、図７（ａ）に示すよう
に、携帯端末１２に対応付けられた操作者を実行予定者とする撮影オーダの表示画面が表
示される。
【００３５】
　図９は、第３の実施形態にかかる撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１による、撮
影制御処理を示すフローチャートである。図９において、第１の実施形態にかかる撮影制
御処理（図５）と同一の処理には、同一の番号を付している。Ｓ５００において、撮影モ
ダリティ１０の情報処理装置１０１のＣＰＵ２０１は、操作者のＩＤ及び撮影オーダを受
信すると、処理をＳ９００へ進める。Ｓ９００において、ＣＰＵ２０１は、登録操作者リ
ストを参照し、操作者が登録操作者か否かを確認する。ＣＰＵ２０１は、操作者が登録操
作者である場合には（Ｓ９００でＹｅｓ）、処理をＳ５０１へ進める。ＣＰＵ２０１は、
操作者が登録操作者でない場合には（Ｓ９００でＮｏ）、処理をＳ９０２へ進める。
　Ｓ５０１において、ＣＰＵ２０１は、撮影オーダリストを参照し、操作者を実行予定者
とする撮影オーダの有無を確認する。ＣＰＵ２０１は、操作者を実行予定者とする撮影オ
ーダが存在する場合には（Ｓ５０１でＹｅｓ）、処理をＳ５０２へ進める。ＣＰＵ２０１
は、操作者を実行予定者とする撮影オーダが存在しない場合には（Ｓ５０１でＮｏ）、処
理をＳ９０１へ進める。
【００３６】
　Ｓ５０２において、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、撮影オーダに示される放射線照射
の実行を許可する。ＣＰＵ２０１はまた、操作者に対し、撮影制御システムの放射線照射
以外のすべての機能の実行を許可する。Ｓ９０１において、ＣＰＵ２０１は、操作者に対
し、放射線照射の実行を禁止しつつ、第１の機能の実行を許可する。ここで、第１の機能
とは、撮影制御システムにおいて操作可能な機能のうち、放射線照射以外の機能である。
　なお、第１の機能は、放射線照射以外の機能であればよく、その種類や数は、特に制限
されるものではなく、設計者等が任意に設定可能である。本実施形態にかかる第１の機能
は、撮影管理システムにおいて操作者の操作により実行可能なように予め設定された機能
のうち、放射線照射を除くすべての機能である。すなわち、本実施形態においては、Ｓ５
０２及びＳ９０１において、操作者に対して許容される機能は、放射線照射以外の機能に
関しては同一である。第１の機能は、例えば、撮影オーダの実行予定者等の変更、撮影オ
ーダの表示、ソート等を含む。
【００３７】
　Ｓ９０２において、ＣＰＵ２０１は、撮影オーダリストを参照し、操作者を実行予定者
とする撮影オーダの有無を確認する。なお、Ｓ９０２の処理は、Ｓ５０１の処理と同様で
ある。ＣＰＵ２０１は、操作者を実行予定者とする撮影オーダが存在する場合には（Ｓ９
０２でＹｅｓ）、処理をＳ９０３へ進める。ＣＰＵ２０１は、操作者を実行予定者とする
撮影オーダが存在しない場合には（Ｓ９０２でＮｏ）、処理をＳ９０５へ進める。
　Ｓ９０３において、ＣＰＵ２０１は、操作者を登録操作者として登録操作者リストに登
録する（登録処理）。具体的には、ＣＰＵ２０１は、操作者の識別情報を登録操作者リス
トに追加する。次に、Ｓ９０４において、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、撮影オーダに
示される放射線照射の実行を許可する。ＣＰＵ２０１はまた、操作者に対し、撮影制御シ
ステムの放射線照射以外のすべての機能の実行を許可する。これにより、登録操作者リス
トの更新タイミングが遅れていることにより、操作者が撮影適格者であるにもかかわらず
、撮影が制限されるといった事態を回避することができる。Ｓ９０４においては、ＣＰＵ
２０１はさらに、図７（ａ）に示すように、操作者を実行予定者とする撮影オーダを表示
部１０２に表示する。
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【００３８】
　Ｓ９０５において、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、第１の機能のうち一部の機能以外
のすべての機能の実行を禁止する。すなわち、ＣＰＵ２０１は、放射線照射も禁止する。
ここで、一部の機能とは、例えば、移動型撮影モダリティ１０Ｃであれば、本体の移動等
の機能である。なお、一部の機能は、予め設定されているものとする。これにより、例え
ば、移動型撮影モダリティ１０Ｃが廊下に放置され、他の移動体の移動を妨害している場
合には、放射線撮影の適格者以外の者であっても、移動型撮影モダリティ１０Ｃを移動す
ることができる。
　なお、一部の機能の種類及び数は、実施形態に限定されるものではなく、設計者等が任
意に設定可能である。なお、第３の実施形態にかかる撮影管理システムのこれ以外の構成
及び処理は、他の実施形態にかかる撮影管理システムの構成及び処理と同様である。
【００３９】
　以上のように、第３の実施形態にかかる撮影管理システムは、登録操作者に対しては、
撮影オーダの変更等の機能の実行を許可するので、放射線撮影の実行者を適格者に制限し
つつ、柔軟に撮影を進めることができる。また、第３の実施形態にかかる撮影管理システ
ムにおいては、撮影オーダに基づいて、登録操作者リストを自動的に更新することができ
る。
【００４０】
　第３の実施形態にかかる撮影管理システムの第１の変更例としては、登録操作者リスト
は、少なくとも撮影オーダ管理装置１１及び撮影モダリティ１０の間で共有されてもよい
。例えば、撮影オーダ管理装置１１は、登録操作者リストを管理し、撮影モダリティ１０
は、撮影オーダ管理装置１１から登録操作者リストを受信する。
【００４１】
　第２の変更例としては、登録操作者リストを共有する例において、撮影オーダ管理装置
１１は、既に記憶している撮影オーダの実行予定者の識別情報に基づいて、新規登録する
撮影オーダの実行予定者を決定してもよい（決定処理）。具体的には、撮影オーダ管理装
置１１は、実行予定者として登録されている撮影オーダがない、又は実行予定者として登
録されている撮影オーダの数が最も少ない操作者を新規登録する撮影オーダの実行予定者
として決定する。そして、撮影オーダ管理装置１１は、決定した実行予定者の識別情報を
含む撮影オーダを撮影オーダテーブルに登録する（登録処理）。これにより、操作者の業
務分担を平準化することができる。
【００４２】
（第４の実施形態）
　第４の実施形態にかかる撮影管理システムにおいては、撮影モダリティ１０は、操作者
が登録操作者かの判断結果に加え、操作者の操作レベルに基づいて、操作者による各種機
能の実行の許否を判断する。第４の実施形態にかかる撮影モダリティ１０の情報処理装置
１０１は、第３の実施形態にかかる情報処理装置１０１と同様に、登録操作者リストを管
理している。ただし、本実施形態にかかる登録操作者リストは、登録操作者のＩＤと氏名
に加え、登録操作者の操作レベルをさらに含んでいる。ここで、操作レベルとは、登録操
作者の操作等に関する権限や能力に応じて定まる値である。操作レベルは、例えば放射線
の照射が法的又は客観的に認められているか否か等により決定されるものである。
　第４の実施形態にかかる撮影管理システムにおいては、第２、第３の実施形態にかかる
撮影管理システムと同様に、撮影オーダ管理装置１１は、各携帯端末１２に対し、すべて
の撮影オーダを送信する。そして、各携帯端末１２の表示部１２１には、図７（ａ）に示
すように、携帯端末１２に対応付けられた操作者を実行予定者とする撮影オーダの表示画
面が表示される。
【００４３】
　図１０は、第４の実施形態にかかる撮影モダリティ１０Ａの情報処理装置１０１による
、撮影制御処理を示すフローチャートである。図１０において、他の実施形態にかかる撮
影制御処理と同一の処理には、同一の番号を付している。Ｓ５００において、情報処理装
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置１０１のＣＰＵ２０１は、操作者によるＩＤ入力を受け付ける。次に、Ｓ９００におい
て、ＣＰＵ２０１は、登録操作者リストを参照し、操作者が登録操作者か否かを確認する
。
　ＣＰＵ２０１は、操作者が登録操作者である場合には（Ｓ９００でＹｅｓ）、処理をＳ
１０００へ進める。ＣＰＵ２０１は、操作者が登録操作者でない場合には（Ｓ９００でＮ
ｏ）、処理をＳ９０５へ進める。Ｓ９０５において、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、第
１の機能のうち一部の機能以外の機能の実行を禁止する。
【００４４】
　Ｓ１０００において、ＣＰＵ２０１はさらに、登録操作者リストを参照し、操作者の操
作レベルが閾値以上か否かを判断する。ここで、閾値は、例えば情報処理装置１０１のＲ
ＯＭ２０２等に予め設定されているものとする。ＣＰＵ２０１は、操作レベルが閾値以上
である場合に（Ｓ１０００でＹｅｓ）、処理をＳ５０１へ進める。ＣＰＵ２０１は、操作
レベルが閾値未満である場合には（Ｓ１０００でＮｏ）、処理をＳ１００１へ進める。
　Ｓ５０１において、ＣＰＵ２０１は、撮影オーダリストを参照し、操作者を実行予定者
とする撮影オーダの有無を確認する。ＣＰＵ２０１は、操作者を実行予定者とする撮影オ
ーダが存在する場合には（Ｓ５０１でＹｅｓ）、処理をＳ５０２へ進める。ＣＰＵ２０１
は、操作者を実行予定者とする撮影オーダが存在しない場合には（Ｓ５０１でＮｏ）、処
理をＳ９０１へ進める。
【００４５】
　Ｓ５０２において、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、撮影オーダに示される放射線照射
の実行を許可する。ＣＰＵ２０１はまた、操作者に対し、撮影制御システムの放射線照射
以外のすべての機能の実行を許可する。一方、Ｓ９０１において、ＣＰＵ２０１は、操作
者に対し、放射線照射の実行を禁止しつつ、第１の機能の実行を許可する。
　図１１（ａ）は、第１の機能が許可された場合に、撮影モダリティ１０の表示部１０２
に表示される表示画面を示す図である。図１１（ｂ）は、図１１（ａ）に示す表示画面に
おいて、実行予定者が変更された後の表示画面を示す図である。Ｓ９０１において、第１
の機能の実行が許可された場合には、図１１（ａ）の表示画面が表示され、実行予定者の
変更が可能となる。Ｓ５０２において、放射線照射以外の機能の実行が許可された場合に
も、同様に図１１（ａ）の表示画面が表示され、実行予定者の変更が可能となる。
【００４６】
　図１０に戻り、Ｓ１００１において、ＣＰＵ２０１は、撮影オーダリストを参照し、操
作者を実行予定者とする撮影オーダの有無を確認する。なお、Ｓ１００１の処理は、Ｓ５
０１の処理と同様である。ＣＰＵ２０１は、操作者を実行予定者とする撮影オーダが存在
する場合には（Ｓ１００１でＹｅｓ）、処理をＳ１００２へ進める。ＣＰＵ２０１は、操
作者を実行予定者とする撮影オーダが存在しない場合には（Ｓ１００１でＮｏ）、処理を
Ｓ１００３へ進める。
　Ｓ１００２において、ＣＰＵ２０１は、撮影オーダの実行予定者を操作レベルが閾値以
上の登録操作者に変更する、すなわち撮影オーダリストを更新する。さらに、ＣＰＵ２０
１は、撮影オーダの実行予定者の変更を示す更新指示を、携帯端末１２に送信する。携帯
端末１２は、更新指示を受信すると、更新指示に従い、自装置に記憶されている撮影オー
ダを更新する。さらに、携帯端末１２は、更新指示を撮影オーダ管理装置１１に送信する
。そして、撮影オーダ管理装置１１及び各携帯端末１２の撮影オーダが更新される。
【００４７】
　次に、Ｓ１００３において、ＣＰＵ２０１は、操作者に対し、第２の機能以外の実行を
禁止する。ここで、第２の機能は、放射線照射と異なる機能である。また、第２の機能は
、第１の機能の一部であるが、第２の機能は、Ｓ９０５における第１の機能の一部を含み
、かつＳ９０５における一部の機能に比べて多くの機能を含む。すなわち、Ｓ１００３に
おいて操作者に対して許容される操作は、Ｓ９０５において許容される操作に比べて多い
。第２の機能は、予め設定されているものとする。なお、第４の実施形態の撮影管理シス
テムのこれ以外の構成及び処理は、他の実施形態にかかる撮影管理システムの構成及び処
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理と同様である。
　以上のように、第４の実施形態にかかる撮影制御システムは、登録操作者か否かに加え
、操作レベルに応じて、機能の実行の許否を判断するので、放射線撮影の実行者を適格者
に制限しつつ、より柔軟に撮影を進めることができる。
【００４８】
　第４の実施形態の第１の変更例としては、撮影モダリティ１０は、登録操作者リストと
別に、操作レベルリストを記憶してもよい。この場合、操作レベルリストは、登録操作者
のＩＤと、操作レベルとを対応付けて記憶する。この場合、撮影モダリティ１０のＣＰＵ
２０１は、操作者レベルリストを参照して、操作者の操作レベルを特定する。
【００４９】
　第２の変更例としては、登録操作者リストは、少なくとも撮影オーダ管理装置１１及び
撮影モダリティ１０の間で共有されてもよい。例えば、撮影オーダ管理装置１１は、登録
操作者リストを管理し、撮影モダリティ１０は、撮影オーダ管理装置１１から登録操作者
リストを受信する。
【００５０】
　第３の変更例としては、登録操作者リストを共有する例において、撮影オーダ管理装置
１１は、登録操作者リストを参照し、閾値以上の操作レベルの登録操作者を、新規登録す
る撮影オーダの実行予定者に決定してもよい。これにより、撮影モダリティ１０は、登録
操作者以外の実行予定者を登録操作者に変更する処理を省くことができる。これにより、
撮影モダリティ１０の演算量、消費電力を削減することができる。
　なお、本変更例は、閾値以上の操作レベルの登録操作者のうち、既に実行予定者として
登録されている撮影オーダの数が最も少ない操作者を新規登録する撮影オーダの実行予定
者とすることも含むことは言うまでもない。このように、種々の変形及び変更が可能であ
る。
【００５１】
　第４の変更例としては、登録操作者リストを共有する例において、携帯端末１２は、自
装置に対応付けられた操作者の操作者レベルに基づいて、操作者を実行予定者とする撮影
オーダが、操作者に適したものであるか否かを判断してもよい。なお、携帯端末１２は、
自装置に対応付けられた操作者のＩＤだけでなく、操作者レベルを予め記憶しているもの
とする。
　具体的には、撮影オーダによって難易度が異なる場合において、携帯端末１２は、撮影
オーダの難易度と、操作者レベルとに基づいて、操作者による撮影オーダの実行を許可す
るか否かを判断する。そして、携帯端末１２は、実行を許可しない場合には、撮影オーダ
管理装置１１に対し、実行不可通知を送信する。撮影オーダ管理装置１１は、実行不可通
知を受信すると、撮影オーダの実行予定者を変更し、携帯端末１２に対し実行予定者の変
更にかかる更新指示を送信する。これにより、撮影管理システムは、操作者による撮影モ
ダリティ１０へのログイン前に、撮影オーダの内容を適正化することができる。したがっ
て、操作者は、撮影をスムーズに進めることができる。
【００５２】
（第５の実施形態）
　第５の実施形態にかかる撮影管理システムが管理する撮影オーダリストは、実行予定モ
ダリティ情報をさらに含んでいる。ここで、実行予定モダリティ情報は、撮影モダリティ
を識別する識別情報である。図１２は、実行予定モダリティ情報を含む撮影オーダリスト
１２００を示す図である。撮影オーダリスト１２００においては、各撮影オーダに、実行
予定モダリティ情報が含まれている。図１２に示す「＃１０Ａ」は、撮影モダリティ１０
Ａの識別情報である。
　撮影オーダ管理装置１１は、撮影オーダの被検者情報に示される被検者の過去の撮影履
歴、撮影部位または患者の歩行能力に応じて、撮影オーダを実行する撮影モダリティ１０
を決定する。そして、撮影オーダ管理装置１１は、決定した撮影モダリティ１０に対応す
る実行予定モダリティ情報を含む撮影オーダを新たに登録する。
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　例えば、図１２に示すＩＤ「０２８４」の被検者は、歩行が困難ながら本医用情報シス
テムが設置された医療機関に車椅子で通院している。このため、臥位架台型撮影モダリテ
ィ１０Ｂの天板上に手部を載せて撮影する設定になっている。
【００５３】
　さらに、撮影オーダ管理装置１１は、撮影モダリティと操作者との間の距離に基づいて
、撮影モダリティにおいて実行可能な撮影オーダの実行予定者として決定する。具体的に
は、携帯端末１２は、定期的に自装置の位置情報を撮影オーダ管理装置１１に送信する。
　撮影オーダ管理装置１１は、操作者が携帯する携帯端末１２から受信する位置情報に基
づいて、撮影モダリティと操作者との間の距離を算出する（距離算出処理）。そして、撮
影オーダ管理装置１１は、撮影モダリティとの距離が最短となる操作者を、この撮影モダ
リティにおいて実行される撮影オーダの実行予定者に決定する（決定処理）。そして、撮
影オーダ管理装置１１は、操作者を実行予定者として撮影オーダリストに登録する（登録
処理）。
　なお、登録された撮影オーダは、各撮影モダリティ１０Ａ～１０Ｃに送信される。さら
に、撮影オーダ管理装置１１は、実行予定者を決定した場合に、操作者の携帯端末１２に
対し、この操作者が実行予定者として決定された撮影オーダを送信する。
【００５４】
　第５の実施形態にかかる撮影オーダ管理装置１１は、各携帯端末１２に対し、携帯端末
１２に対応付けられている操作者を実行予定者とする撮影オーダを送信する。携帯端末１
２のＣＰＵ２０１は、表示部１２１に受信した撮影オーダを表示する。図１３は、携帯端
末１２の表示部１２１に表示された、ＩＤ「Ａ００３」の操作者の撮影オーダ一覧の表示
画面例を示す図である。ＩＤ「Ａ００３」の操作者に対応付けられた携帯端末１２Ｃには
、実行予定者のＩＤが「Ａ００３」の撮影オーダが送信される。そして、携帯端末１２Ｃ
の表示部１２１には、図１３に示すように実行予定者のＩＤが「Ａ００３」の撮影オーダ
が一覧表示される。
　なお、表示部１２１に表示される表示画面は、撮影オーダに撮影モダリティ１０のＩＤ
が表示される点以外は、第１の実施形態において、図４を参照しつつ説明した表示画面と
同様である。すなわち、表示画面には、撮影オーダ一覧と共に、撮影オーダ実行のために
撮影モダリティへのログインを促すコメントと「辞退」ボタンが表示される。そして、「
辞退」ボタンが選択された場合には、撮影オーダの実行予定者が変更される。
【００５５】
　第５の実施形態にかかる撮影モダリティ１０の情報処理装置１０１による、撮影制御処
理は、図５を参照しつつ説明した、第１の実施形態にかかる撮影モダリティ１０の情報処
理装置１０１による、撮影制御処理と同様である。ただし、本実施形態においては、撮影
オーダに対応する放射線照射等が許可された場合に、撮影モダリティ１０の表示部１０２
に表示される内容が第１の実施形態と異なる。
　すなわち、本実施形態においては、撮影モダリティ１０の表示部１０２には、図１４に
示すように、操作者を実行予定者とする撮影オーダのうち、撮影モダリティ１０を実行予
定の撮影モダリティとする撮影オーダのみが一覧表示される。なお、第５の実施形態に係
る撮影管理システムの構成及び処理は、他の実施形態にかかる撮影管理システムの構成及
び処理と同様である。
　以上のように、第５の実施形態にかかる撮影管理システムにおいては、撮影モダリティ
１０は、自装置において実行される撮影オーダのみを取り込み、表示するので、操作者は
、各撮影モダリティ１０で実行可能な撮影オーダを容易に把握することができる。また、
撮影管理システムは、撮影オーダ管理装置１１が予め撮影オーダを実行する撮影モダリテ
ィ１０を設定し、撮影モダリティ１０の近くに存在する操作者を実行予定者に決定するの
で、スムーズに撮影を進めることができる。
【００５６】
　第５の実施形態の変更例としては、撮影オーダ管理装置１１は、新規に登録する撮影オ
ーダが急を要する場合には、撮影オーダに「至急」を示すフラグを立ててもよい。さらに
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、撮影オーダ管理装置１１は、登録操作者リストを参照し、実行予定者には、上記撮影オ
ーダの実行が可能な操作者を特定する。さらに、撮影オーダ管理装置１１は、特定した操
作者のうち患者の存在する位置に最も近い位置に存在する操作者を実行予定者としてもよ
い。この場合、撮影オーダを実行する撮影モダリティ１０が決定されていない。したがっ
て、実行予定者として決定された操作者は、撮影オーダを実行する撮影モダリティ１０を
自身の判断により決定することができる。
　図１５（ａ）は、本変更例において、「至急」フラグの撮影オーダの実行予定者に対応
付けられた携帯端末１２の表示部１２１に表示される表示画面例を示す図である。このよ
うに、携帯端末１２の表示部１２１には、至急のフラグが立てられた撮影オーダのみが表
示される。
【００５７】
　さらに、本変更例において、撮影オーダ管理装置１１は、各携帯端末１２に対し、撮影
オーダ管理装置１１が管理するすべての撮影オーダを送信することもできる。この場合、
図１５（ｂ）に示すように、各携帯端末１２の表示部１２１には、すべての撮影オーダが
表示される。このとき、図１５（ｂ）に示すように、「至急」フラグの撮影オーダが一番
上に表示される。なお、操作者は、「至急」フラグの撮影オーダに対する撮影モダリティ
や実行予定者の変更は許可されていない。
　このように、本変更例にかかる撮影管理システムにおいては、緊急搬送時等の緊急時に
は、「至急」フラグを利用することにより、操作者が柔軟に撮影モダリティを選択するこ
とができる。
【００５８】
（第６の実施形態）
　第６の実施形態にかかる撮影管理システムにおいて管理される撮影オーダリストは、第
５の実施形態にかかる撮影オーダリストと同様に、実行予定モダリティ情報を含んでいる
。第６の実施形態においては、撮影オーダ管理装置１１が撮影オーダを新規登録する処理
は、第５の実施形態にかかる撮影オーダ管理装置１１による処理と異なる。
　すなわち、第６の実施形態にかかる撮影オーダ管理装置１１は、実行予定者として登録
されている撮影オーダがない、又は実行予定者として登録されている撮影オーダの数が最
も少ない操作者を新規登録する撮影オーダの実行予定者として決定する。
【００５９】
　一方、撮影オーダ管理装置１１は、各携帯端末１２から定期的に、携帯端末１２の位置
を示す位置情報を受信する。そして、撮影オーダ管理装置１１は、受信した位置情報に基
づいて、新規に実行予定者として決定した操作者に最も近い位置に存在する撮影モダリテ
ィ１０を特定する。そして、撮影オーダ管理装置１１は、特定した撮影モダリティ１０を
新規登録する撮影オーダを実行する撮影モダリティに決定する。そして、決定した実行予
定者と実行予定モダリティとを含む撮影オーダを新たに登録し、登録した撮影オーダを携
帯端末１２に送信する。
　なお、第６の実施形態にかかる撮影管理システムのこれ以外の構成及び処理は、他の実
施形態にかかる撮影管理システムの構成及び処理と同様である。
【００６０】
＜その他の実施形態＞
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給する。そして、そのシステム或いは装置のコンピュー
タ（又はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【００６１】
　以上、上述した各実施形態によれば、放射線撮影の実行者を適格者に制限しつつ、放射
線撮影を効率的に実行することができる。
【００６２】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
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限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００６３】
１０　撮影モダリティ、１１　撮影オーダ管理装置、１２　携帯端末、１０１　情報処理
装置、１０２　表示部、１０３　放射線発生装置、１０４　放射線画像検出器、１２１　
表示部、２０１　ＣＰＵ、２０２　ＲＯＭ、２０３　ＲＡＭ
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